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《生活習慣病予防分野》では、従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための優れた
取組をしている企業・団体・自治体を表彰（厚生労働大臣賞、スポーツ庁長官賞、厚生労働省局長賞）

平成３０年度の第７回では、７３件（企業３１件、団体２６件、自治体１６件）の応募を受け、有識者による評価委員会
で審査・選出された取組事例から決定

第７回健康寿命をのばそう！アワード 《生活習慣病予防分野》

〈企業部門〉 ヤマトグループ・ヤマトグループ健康保険組合

〈団体部門〉 特定医療法人丸山会丸子中央病院
〈自治体部門〉 福井県

厚生労働大臣最優秀賞

厚生労働大臣優秀賞

厚生労働省健康局長 優良賞

厚生労働省保険局長 優良賞

〈企業部門〉 株式会社両備システムソリューションズ、ブラザー工業株式会社
〈団体部門〉 医療法人社団清幸会行田中央総合病院、鳥取県生活協同組合連合会、コープデリ生活協同組合連合会
〈自治体部門〉 健康ますだ市２１推進協議会(島根県)、牛久市（茨城県）、知多市（愛知県）、生駒市（奈良県）

五光建設株式会社、公益財団法人福岡労働衛生研究所

スポーツ庁長官優秀賞

住友生命保険相互会社
健康増進を軸としたCSVプロジェクト
～Vitalityで健康寿命の延伸を目指す～

〈企業部門〉 株式会社NTT東日本-関信越

〈団体部門〉 社会福祉法人聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院
〈自治体部門〉富山県
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↓協会けんぽ 広島支部ブース

脳年齢測定を実施

↑健康保険組合連合会 広島連合会ブース
血管年齢測定を実施



健康増進施設認定制度について

運動型健康増進施設
（昭和63年～）

健康増進のための有酸素
運動を安全かつ適切に行う
ことのできる施設

温泉利用プログラム型健康
増進施設 （平成15年～）

温泉を利用した健康増進の
ためのプログラム（以下のい
ずれか）を提供する施設

①特に優れた泉質を利用
②周辺の自然環境を活用
③地域の健康増進事業と連携
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温泉利用型健康増進施設
（昭和63年～）

健康増進のための温泉利
用及び運動を安全かつ適切
に行うことのできる施設
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《設備要件》
○運動関係 ： 有酸素運動、筋力強化運
動等を安全に行える設備 （ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ、
運動ﾌﾛｱ及びﾌﾟｰﾙの全部又は一部）

○その他 ： 体力測定、運動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供
及び応急処置のための設備

《人的要件等》
○運動プログラム提供
者（健康運動指導士等）
の配置

○医療機関との連携
（３類型共通）

《設備要件》
○運動関係、その他 ： 運動型施設と同じ
○温泉設備 ： 次の５種類の設備
①かぶり湯、②全身及び部分浴槽、
③寝湯、持続浴槽等、④気泡浴槽、
圧注浴槽等、⑤サウナ等

※ 温泉利用施設と運動型施設が近接等により一体
で運営されるもの（連携型施設）を含む

《人的要件》

○運動プログラム提供
者（健康運動指導士
等）の配置

○温泉利用指導者の
配置

《設備要件》

○運動関係 ： （不要）

○その他 ： 血圧測定、温泉利用ﾌﾟﾛｸﾞﾗ
ﾑ提供、生活指導及び応急処置設備

○温泉設備 ： 次の２種類の浴槽

①刺激の強いもの（泉温42度以上 等）
②刺激の弱いもの（泉温33～39度 等）

《人的要件》

○温泉入浴指導員の配置

３４７ヶ所

２１ヶ所
（うち連携型２ヶ所）

２６ヶ所

（平成30年８月現在）

運動型健康増進施設（347ヶ所）のうち、提携医療機関の担当医が健康スポーツ医である指定運動療法施設
として指定を受けた216ヶ所と温泉利用型健康増進施設21ヶ所は施設利用料が医療費控除の対象となる
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